
 いいえ  はい

 いいえ はい

 いいえ  はい※５

　※５　収入額を公簿等により確認できる場合は自動的に再判定され負担割合は２割となるため申請不要

高齢受給者証（７０歳～７４歳の国保加入者）の一部負担金割合判定方法について

①住民税課税所得による判定

　　判定対象者（７０歳～７４歳の国保加入者）全員の住民税課税所得（※１）（※２）が１４５万円未満である

　※１　住民税課税所得とは、住民税を計算する上で基礎となる課税対象額のことであり、総所得金額等（※３）から所得控除を差
　　　　 し引くことで算出されます。
　※２　判定対象者が国保世帯主の場合で、前年（判定期日の属する月が１月から７月までの場合は、前々年）１２月３１日時点に
　　　　 おける国保世帯内に、所得が３８万円以下である１８歳以下の被保険者がいる場合は、住民税課税所得から以下の額を控
　　　　 除します
　　　 ・１５歳以下の被保険者数×３３万円
　　　 ・１６歳以上１８歳以下の被保険者数×１２万円
　※３　総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額

②旧ただし書き所得による判定

　　判定対象者の旧ただし書き所得（総所得額等（※３）から基礎控除額を控除した額）の合計額が
　　２１０万円以下である

③収入額による判定（申請による再判定）

　　下表のいずれかに該当する

　

　※４　７５歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者で、７５歳到達日以降
　　　　 も継続して国保加入者と同一の世帯に属する者

申請をする

負担割合は３割 負担割合は２割

70歳～74歳の
国保被保険者の数

特定同一世帯所属者（※４）の有無 基準収入額

無し 本人収入額３８３万円未満

有り

本人収入額３８３万円未満
もしくは

特定同一世帯所属者を含む
合計収入額５２０万円未満

２人以上 合計収入額５２０万円未満

１人


